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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
（ ａ ） 記 録 媒 体 を 収 納 す る 記 録 媒 体 収 納 装 置 で あ っ て 、
（ ｂ ） そ れ ぞ れ に ラ ッ ク が 形 成 さ れ た 第 １ 及 び 第 ２ の 記 録 媒 体 ガ イ ド と 、
（ ｃ ） そ れ ぞ れ の 前 記 ラ ッ ク に 係 合 し 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 記 録 媒 体 ガ イ ド を 連 動 さ せ る
第 １ ギ ヤ と 、
（ ｄ ） 該 第 １ ギ ヤ と と も に ２ 段 ギ ヤ を 形 成 す る 第 ２ ギ ヤ と 、
（ ｅ ） 該 第 ２ ギ ヤ の 回 転 を 規 制 す る 第 ２ ギ ヤ 規 制 部 材 と を 有 し 、
（ ｆ ） 前 記 第 ２ ギ ヤ の 直 径 は 前 記 第 １ ギ ヤ の 直 径 よ り も 大 き い こ と を 特 徴 と す る 記 録 媒 体
収 納 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 第 １ ギ ヤ 及 び 第 ２ ギ ヤ は 一 体 成 形 さ れ た 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 収 納 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 第 ２ ギ ヤ 規 制 部 材 と 接 離 可 能 な 第 ２ ギ ヤ 規 制 部 材 の 固 定 手 段 を 有 す る 請 求 項 １ に 記 載
の 記 録 媒 体 収 納 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 第 ２ ギ ヤ 規 制 部 材 と 接 離 可 能 な 第 ２ ギ ヤ の 規 制 手 段 を 有 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒
体 収 納 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 第 ２ ギ ヤ は 間 欠 第 ２ ギ ヤ で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 収 納 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 第 ２ ギ ヤ の 周 長 が 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 記 録 媒 体 ガ イ ド の 移 動 量 と 同 じ で あ る 請 求 項 ５
に 記 載 の 記 録 媒 体 収 納 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 記 録 媒 体 収 納 装 置 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形
成 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 第 ２ ギ ヤ 規 制 部 材 は 前 記 記 録 媒 体 収 納 装 置 が 挿 入 さ れ た と き に 固 定 さ れ る 請 求 項 ７ に
記 載 の 画 像 形 成 装 置 。



【 請 求 項 ９ 】
前 記 第 ２ ギ ヤ の 規 制 手 段 は 前 記 記 録 媒 体 収 納 装 置 が 挿 入 さ れ た と き 前 記 第 ２ ギ ヤ を 規 制 す
る 請 求 項 ７ に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
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（ ａ ） 記 録 媒 体 を 収 納 す る 記 録 媒 体 収 納 装 置 が 装 着 さ れ る 画 像 形 成 装 置 で あ っ て 、
（ ｂ ） 前 記 記 録 媒 体 収 納 装 置 に 収 納 さ れ た 前 記 記 録 媒 体 を ガ イ ド す る 記 録 媒 体 ガ イ ド と 、
（ ｃ ） 該 記 録 媒 体 ガ イ ド の 動 作 を 規 制 す る 第 １ の 規 制 部 材 と 、
（ ｄ ） 前 記 記 録 媒 体 収 納 装 置 が 前 記 画 像 形 成 装 置 に 装 着 さ れ た と き に 前 記 記 録 媒 体 ガ イ ド
の 動 作 を 規 制 す る 第 ２ の 規 制 部 材 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
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